
岡山市ＩＣＴ活用工事試行要領 
 
(趣旨) 
第１条  この試⾏要領は、岡⼭市の発注する⼟⽊⼯事におけるＩＣＴ活⽤⼯事の試⾏に

関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
 
(ＩＣＴ活⽤⼯事の概要) 
第２条 ＩＣＴ活⽤⼯事とは、以下に掲げる施⼯プロセスにおいて、ＩＣＴを全面的に活 

⽤する⼯事（次の①〜⑤を全て実施する⼯事）である。 
① ３次元起⼯測量 
② ３次元設計データ作成 
③ ＩＣＴ建設機械による施⼯ 
④ ３次元出来形管理等の施⼯管理 
⑤ ３次元データの納品 

 
２ 前項の各段階における実施内容は、次の①〜⑤及び表－１のとおりとする。 

① ３次元起⼯測量 
起⼯測量において、次のいずれかの⽅法により３次元測量データを取得するために
測量を⾏うものとする。 
１） 空中写真測量（無⼈航空機）による起⼯測量 
２） レーザースキャナーによる起⼯測量 
３） その他３次元計測技術による起⼯測量 
なお、測量は、伐採後の現況地形において⾏うものとする。 

② ３次元設計データ作成 
発注図書⼜は①で得られたデータを⽤いて、３次元出来形管理を⾏うための３次元
設計データを作成するものとする。 

③ ＩＣＴ建設機械による施⼯ 
②で得られた３次元設計データ⼜は施⼯⽤に作成した３次元データを⽤いて、次に
示す技術（ＩＣＴ建設機械）により施⼯を実施するものとする。 
１） ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 
２） ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術 
３） ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 
４） ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 

④ ３次元出来形管理等の施⼯管理 
③による⼯事の施⼯管理において、次の（１）、（２）に示す⽅法により、出来形
管理及び品質管理を実施する。 

（１）出来形管理 
次のいずれかの技術を⽤いた出来形管理を⾏うものとする。 
１） 空中写真測量（無⼈航空機）による出来形管理技術 
２） レーザースキャナーによる出来形管理技術 
３） その他の３次元計測技術による出来形管理技術 

（２）品質管理 
次の技術を⽤いた品質管理を⾏うものとする。 
４） ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術 

 
 
 
 
 



⑤ ３次元データの納品 
④により確認された３次元施⼯管理データを⼯事完成図書として納品する。 

 

 

【要領一覧】 ①空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案） 
②空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 
③無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領 
④レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 
⑤レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 
⑥TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領 
⑦TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理の監督・検査要領 
⑧UAVを用いた公共測量マニュアル（案） 
⑨公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準 
⑩地上レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案） 

※監督・検査についても、表－１に示すとおり３次元データに対応した要領により実施するものとする。 
 
  
 
(対象⼯事) 
第３条 ＩＣＴ活⽤⼯事の対象⼯事（発注業種）は、「⼟⽊一式⼯事」を原則とし、次の

①、②に該当する⼯種とする。 
①河川⼟⼯ 

掘削⼯、盛⼟⼯、法面整形⼯ 
②道路⼟⼯ 

掘削⼯、路体盛⼟⼯、路床盛⼟⼯、法面整形⼯ 
 
 
(対象⼯事の選定) 
第４条 ＩＣＴ活⽤⼯事は、前条に該当する⼯事のうち⼟⼯量1,000m3 以上の⼟⼯が 

主体の⼯事から、現場条件等を勘案し発注者が選定するものとする。 
 
 
(実施手続) 
第５条 ＩＣＴ活⽤⼯事の発注⽅式は、契約後、受注者の希望によりＩＣＴ活⽤⼯事を実 

施する「施⼯者希望型」とする。 
 
２ 発注者は、ＩＣＴ活⽤⼯事の発注に際しては、特記仕様書において、当該発注⼯事に

係る⼯事が『ＩＣＴ活⽤⼯事』の対象であることを明示するものとする。 
 



３ 受注者は、契約後、施⼯計画書の提出前に、ＩＣＴ活⽤⼯事の実施希望の有無、施⼯
範囲等を発注者と協議するものとする。 

 
 
(⼯事成績評定における評価) 
第６条 ＩＣＴ活⽤⼯事を実施した場合の⼯事成績評定は、監督員の考査項目である「創 

意⼯夫」において評価するものとする。 
 
 
(ＩＣＴ活⽤⼯事に関連する要領、基準類) 
第７条 ＩＣＴ活⽤⼯事の実施に伴い必要となる調査・測量・設計、施⼯、監査及び検査

についての要領、基準類は、表－２に示す基準等に則り、実施するものとする。なお、
運⽤以降に要領、基準類の改訂及び新たな基準類が定められた場合は、監督員と協議
の上、最新の基準類に基づき実施するものとする。 

 
２ 監督員及び検査員は、ＩＣＴ活⽤⼯事の活⽤効果に関する調査等のため、別途費⽤ 

計上して従来手法による管理を受注者に実施させる場合を除き、⼆重管理を求めない
ものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(３次元データ等の貸与) 
第８条 現⾏基準による２次元の設計ストックを⽤いて発注する場合は、発注者は契約後 

の施⼯協議において、３次元起⼯測量及び３次元設計データ作成を受注者に実施させ、 
これらに係る経費を⼯事費において、別途変更計上するものとする。 

 
２ 発注者は、詳細設計において、ＩＣＴ活⽤⼯事に必要な３次元設計データを作成した 

場合は、受注者に貸与するほか、ＩＣＴ活⽤施⼯を実施するうえで有効と考えられる
詳細設計等において作成した成果品と関連⼯事の完成図書は、積極的に受注者に貸与
するものとする。 

 
 
(⼯事費の積算) 
第９条 発注者は、発注に際して⼟⽊⼯事標準積算基準（従来基準）に基づく積算を⾏い、 

発注するものとするが、契約後の協議において、受注者からの希望によりＩＣＴ活⽤
⼯事を実施する場合は、「ＩＣＴ活⽤⼯事積算要領」に基づく積算に落札率を乗じた
価格により契約変更を⾏うものとする。なお、３次元出来形管理等の施⼯管理及び３



次元データの納品にかかる経費については、間接費に含まれることから別途計上はし
ない。 
また、現⾏基準による２次元の設計ストック等によりＩＣＴ活⽤⼯事を発注する場合
は、受注者に３次元起⼯測量及び３次元設計データ作成を指示するとともに、３次元
起⼯測量経費及び３次元設計データ作成経費について⾒積もりの提出を求める。 

  
 
(調査等) 
第10 条 発注者がＩＣＴ活⽤⼯事の活⽤効果等に関して調査を実施する場合は、受注者

はこれに協⼒するものとする。この場合において、調査の内容、時期等については、
その都度、受注者に別途指示するものとする。 

 
 
(その他) 
第11 条 この要領に定めのない事項については、必要に応じてその都度定める。 
 
 
 
附 則 

この要領は、平成 30 年 5 月 １ ⽇から施⾏し、施⾏⽇以降に⼊札公告また指名通
知を⾏う⼯事から適⽤する。 


